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　原則として８月及び 11 月の年２回。県税事務所等から送付する納税通知書で、各納期に納めます。県

　県内に事務所又は事業所があり、法定業種の事業を営む個人

第１期　８月１日から同月31日まで
第２期　11月１日から同月30日まで
注　税額が１万円以下の場合は、第１期に一括して納めることになっています。
注　コンビニ収納及びスマートフォンアプリによる支払については、税額が30万円以下の場合に対応可

※個人事業税の納税は、便利で安心、そして安全な「口座振替」をご利用ください。

　原則として８月及び 11 月の年２回。県税事務所等から送付する納税通知書で、各納期に納めます。県
税事務所等の窓口、銀行などの金融機関等又はコンビニエンスストアで納められるほか、スマートフォ
ンアプリ「モバイルレジ」によるクレジットカード支払又はインターネットバンキング支払、電子マネ
ースマートフォンアプリによるLINEPay請求書支払、PayPay請求書払い、ｄ払い請求書払い、J-Coin請
求書払い、aupay請求書払いや口座振替も利用できます。

県税のあらまし
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注1　白色申告専従者控除は、所得の状況で配偶者でも86万円以下になる場合もあります。
注2　e-TAXによる申告は電子帳簿保存を行なった場合は、65万円の控除が受けられます。

県税のあらまし
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県税のあらまし
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　県税事務所等から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、県税事務所等
の窓口、銀行などの金融機関等や、コンビニエンスストアで納められるほかスマートフォンアプリ「モバイ
ルレジ」によるクレジットカード支払又はインターネットバンキング支払、電子マネースマートフォンア
プリによるLINEPay請求書支払、PayPay請求書払い、ｄ払い請求書払い、J-Coin請求書払い、aupay請求
書払いも利用できます。
注　コンビニ収納及びスマートフォンアプリによる支払については、税額が30万円以下の場合に対応可

ただし、取得した日から60日以内に登記を行えば、県税事務所等への申告は不要となります。
(令和５年４月１日から)
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　県税事務所等から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、県税事務所等
の窓口、銀行などの金融機関等や、コンビニエンスストアで納められるほかスマートフォンアプリ「モバイ
ルレジ」によるクレジットカード支払又はインターネットバンキング支払、電子マネースマートフォンア
プリによるLINEPay請求書支払、PayPay請求書払い、ｄ払い請求書払い、J-Coin請求書払い、aupay請求
書払いも利用できます。
注　コンビニ収納及びスマートフォンアプリによる支払については、税額が30万円以下の場合に対応可

ただし、取得した日から60日以内に登記を行えば、県税事務所等への申告は不要となります。
(令和５年４月１日から)
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6

用土地の取得

県税のあらまし
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6

用土地の取得
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○税率
　（1,000本につき）

H30.4.1以降 H30.10.1以降
R1.10.1以降

旧３級品 旧３級品以外 旧３級品 旧３級品以外
R2.10.1以降 R3.10.1以降

都道府県たばこ税

市 町 村 た ば こ 税

国 の た ば こ 税

合 　 　 計

656 

4,000 

4,656 

9,312 

860 

5,262 

6,122 

12,244 

656 

4,000 

4,656 

9,312 

930 

5,692 

6,622 

13,244 

930 

5,692 

6,622 

13,244 

1,000 

6,122 

7,122 

14,244 

1,070 

6,552 

7,622 

15,244 

3304.88

186.03

136.04

131.04

21.4
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○税率
　（1,000本につき）

H30.4.1以降 H30.10.1以降
R1.10.1以降

旧３級品 旧３級品以外 旧３級品 旧３級品以外
R2.10.1以降 R3.10.1以降

都道府県たばこ税

市 町 村 た ば こ 税

国 の た ば こ 税

合 　 　 計

656 

4,000 

4,656 

9,312 

860 

5,262 

6,122 

12,244 

656 

4,000 

4,656 

9,312 

930 

5,692 

6,622 

13,244 

930 

5,692 

6,622 

13,244 

1,000 

6,122 

7,122 

14,244 

1,070 

6,552 

7,622 

15,244 

3304.88

186.03

136.04

131.04

21.4
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令和２年　 非課税措置拡充（国際競技大会のゴルフ競技など）

国際競技大会や国民体育大会のゴルフ競技への参加選手が利用する場合（公式練習を含みます。）

県税のあらまし
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令和２年　 非課税措置拡充（国際競技大会のゴルフ競技など）

県税のあらまし
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                      (産業廃棄物処理事業
者および特別管理産業廃棄物処理事業
者にあっては、中小事業者等のみ対象)

(中小事業者等のみ対象)

(木材注薬業を営む者以外が対象)

６

（１リットルあたり３2.１円）

県税のあらまし
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                      (産業廃棄物処理事業
者および特別管理産業廃棄物処理事業
者にあっては、中小事業者等のみ対象)

(中小事業者等のみ対象)

(木材注薬業を営む者以外が対象)

県税のあらまし
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通常の取得価額とは

所有権留保付売買契約の場合は

納付義務の免除

環境性能割の減免は

市町村への交付

環境性能割の沿革

　割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主が自動車の取得者とみなされ課税されます。

　自動車を取得するために通常要する価額などをいいます。取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

　自動車の性能が悪い、注文した塗色と違うという理由で、取得の日から１か月以内に購入先に返品したとき
は、申請により、すでに納めた税金をお返しします。

　身体に障害を持つ方の自動車の取得など、一定の要件に該当する場合には、申請により減免が受けられます。
詳しくは44、45ページをご覧ください。

　税収の100分の40.85を市町村に交付します。

　昭和43年　都道府県及び市町村の道路に関する費用に充てるため、目的税として自動車取得税を創設

　　　　　　（税率３% )

　昭和49年　自家用自動車（軽自動車除く。）に特例税率（３％→５% ）を導入

　平成21年　道路特定財源の一般財源化に伴い、目的税から普通税に改め、使途制限を廃止

　平成22年　現行の10年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間 、現在の税率水準を維持

　平成26年　自家用自動車（軽自動車除く。）の税率を３％に、営業用自動車及び軽自動車の税率を２％に改正

　令和元年　自動車取得税を廃止し、自動車税環境性能割を導入

自動車の燃費性能等に応じて自動車の登録時に課税されます。

小型自動車、普通自動車を取得した方（特殊自動車は除く。）

通常の取得価額 × 税率（税率は38ページを参照ください。）

　新規登録・移転登録などを沖縄総合事務局陸運事務所等で行う際に、自動車税事務所又は宮古
事務所若しくは八重山事務所の県税課に申告して納めます。

混和軽油などにも課税されます

不正軽油等に対する罰則

免税証等の返納命令について

軽油の製造等の承認

県税のあらまし


